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１ 件 名 バス・タクシー車両感染拡大防止支援事業補助金について 

２ 概 要 

バス・タクシー事業者が行う車内の消毒など、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止を図る取組に対して、その費用の

一部を支援します。 

・バス車両１台につき２万円を上限として補助 

・タクシー車両１台につき１万円を上限として補助 

３ 目 的 

新型コロナウイルス感染症対策を実施している市内の公

共交通事業者を支援するとともに、市民の皆様が安心して公

共交通機関を利用できるよう、路線バスやタクシー車内の衛

生的な環境を確保することを目的とします。 

４ 背 景 

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が継続する中で、

公共交通事業者においては、利用者の減少により大幅な減収

が見込まれており、感染症対策の費用についても負担となっ

てきています。 

５ 

ＰＲしたい

内容、セール

スポイント、

前回との違

い等 

本市の公共交通は、その都市特性から路線バスやタクシー

が市民の重要な移動手段となっていることから、コロナ禍に

おいても市民の皆様が安心して通勤、通学ができる交通環境

づくりを進めます。 

６ 予 算 

５，５４０千円 

路線バス事業者２万円×182台分＝3,640千円 

タクシー事業者 1万円×190台分＝1,900千円 

７ 他市の状況 東京都、静岡県沼津市では、すでに同様な支援策があります。 

８ 問合せ先 
部課名 厚木市 まちづくり計画部 都市計画課 

電話 （０４６）２２５－２３５７ 
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